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知っていますか？　子宮頸がんとHPVワクチン

 子宮頸がんは、子宮頸部という子宮の入り口にできるがんです。20代から40代の若い年齢で発症する割合が比較
的高いとされています。発生する要因の1つとして、ヒトパピローマウイルス（HPV）に感染した状態が長期間継
続することが考えられています。

子宮頸がんとは

　HPVは、皮膚や粘膜に感染するウイルスで、200以上の種類があり、女性の
多くが一生に一度は感染するといわれています。感染しても約90％の人は免疫
の力でウイルスが自然に消えますが、約10％の人はHPVに感染した状態が長期
間持続します。このうち、自然に治癒しない一部の人は異形成とよばれるがん
の前段階を経て、数年以上をかけて子宮頸がんに進行します。

ヒトパピローマウイルス（HPV）とは

　HPVの感染予防を目的として、HPVワクチンの接種を勧奨しています。令和４年度から積極的な勧奨が再開し、
小学６年生～高校１年生相当の女子と、平成９年度～平成18年度生まれの女性でワクチン接種が終了していない方
は、無料でHPVワクチンを接種することができます。
　現在、無料で接種できるHPVワクチンは、サーバリックス（２価ワクチン）、ガーダシル（４価ワクチン）、シル
ガード９（９価ワクチン）の３種類があります。一定の間隔をあけて、同じ種類のワクチンを合計２回または３回
接種します。ワクチンの種類や年齢によって、接種のタイミングや回数が異なるため、どのワクチンを接種するか
は、接種する医療機関に相談してください。助成の対象者（小学６年生を除く）には、ご案内の通知と接種時に使
用する予診票を個別に郵送しています。

HPVワクチンの接種費用を助成しています

　HPV ワクチンは、接種時すでにHPVに感染している場合や子
宮頸がんに対する治療の効果はありません。また、早期がんの
ほとんどは自覚症状がないため、定期的に子宮頸がん検診を受
け、早期発見・早期治療に努めることが重要です。
　町では子宮頸がん検診にかかる費用の一部を助成していま
す。ゆうゆう館で実施する集団検診だけでなく、委託された医
療機関でも受けることができます。HPVワクチン接種の有無に
かかわらず、20歳になったら、子宮頸がん検診を受けましょ
う。

20歳になったら子宮頸がん検診を受けましょう

　【問合せ先】健康増進課　☎ 029－240－7134（直通）
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５歳児健康診査（時間指定制）

健康相談

３～４か月児育児相談（申込制）

２歳児歯科検診（時間指定制）

女性の検診（完全予約制）

22日、23日も同時刻に実施

１歳６か月児健康診査

（時間指定制）

ごっくん教室（申込制）
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桜の郷地域に新しい区ができました
〈桜の郷ひがし台区〉

桜の郷地桜桜のの郷郷地地域に新しい区ができ域域にに新新しいい区区ががででききましたきまましたた
〈桜の郷ひがし台区〉〈桜〈桜の桜のの郷郷ひひががしがし台し台区台区区〉

　令和５年５月28日(日)に、桜の郷コミュニティセンターにて、桜の
郷ひがし台区の設立総会が開催されました。
　当区では、「住民による安心・安全で住み良い環境を維持するため
には、住民自治の根幹となる自治会が必要」との考えのもと、設立準
備委員会を発足し、区の設立に向けて地域住民による話し合いを重ね
てきました。
　総会では、区の設立趣旨と協議の経過が説明されたのち、規約や役
員が選出された上で、「桜の郷ひがし台区」が全会一致をもって設立
となりました。
　初代区長に選任された石原啓資さんは、「この区は若い子育て世代
も多いため、安全で安心して健やかに暮らせる地域づくりを進めてい
きたい。」との抱負を述べました。

　令和５年５月28日(日)に、桜の郷コミュニティセンターにて、桜の
郷ひがし台区の設立総会が開催されました。
　当区では、「住民による安心・安全で住み良い環境を維持するため
には、住民自治の根幹となる自治会が必要」との考えのもと、設立準
備委員会を発足し、区の設立に向けて地域住民による話し合いを重ね
てきました。
　総会では、区の設立趣旨と協議の経過が説明されたのち、規約や役
員が選出された上で、「桜の郷ひがし台区」が全会一致をもって設立
となりました。
　初代区長に選任された石原啓資さんは、「この区は若い子育て世代
も多いため、安全で安心して健やかに暮らせる地域づくりを進めてい
きたい。」との抱負を述べました。

けいすけ

　【問合せ先】秘書広聴課　☎ 029－291－8802（直通）
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